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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する平面基材と、
　該平面基材にＵＶインクが硬化した第一の意匠を有する第一表示印刷層と、
　該第一表示印刷層に黒色又は暗色ＵＶインクを含有するＵＶインクが硬化した遮蔽印刷
層と、
　該遮蔽印刷層に印刷された光制限印刷層と、
　該光制限印刷層に印刷された前記第一の意匠と異なる第二の意匠を有する第二表示印刷
層と
を備えていることを特徴とするグラフィックス表示体。
【請求項２】
　前記遮蔽印刷層は、前記黒色又は暗色ＵＶインクを含有する隠蔽部と、光透過性を有す
る非隠蔽部とを備えており、前記第一表示印刷層にＵＶインクで前記隠蔽部又は前記非隠
蔽部のいずれか一方を地として他方が密に散在せしめられたＵＶインク層であることを特
徴とする請求項１記載のグラフィックス表示体。
【請求項３】
　前記遮蔽印刷層は、前記第一表示印刷層にＵＶインクが硬化した非開口部を地として複
数の開口部が密に散在せしめられた有孔ＵＶインク層であることを特徴とする請求項１記
載のグラフィックス表示体。
【請求項４】
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　前記光制限印刷層は、前記遮蔽印刷層に印刷された黒色又は暗色ＵＶインクを含有する
暗色系有孔印刷層と、該暗色系有孔印刷層に印刷された白色ＵＶインクを含有する白色系
有孔印刷層とを備えている有孔ＵＶインク層であることを特徴とする請求項１から３の何
れかに記載のグラフィックス表示体。
【請求項５】
　前記第一表示印刷層は、前記平面基材に印刷された下塗り層と、該下塗り層に印刷され
た上塗り層とを含むことを特徴とする請求項１から４の何れかに記載のグラフィックス表
示体。
【請求項６】
　前記平面基材は、フレキシブルシートで構成されていることを特徴とする請求項１から
５の何れかに記載のグラフィックス表示体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グラフィックス表示体に関し、特に、標示体の後から照明されるサイン，ボ
ード，またはパネルに用いられるグラフィックス表示体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、グラフィックス表示体は、表示、広告、サイン、ラベル又はネームプレート、
シール等、様々な分野で使用されている。例えば、照明サインや照明広告の分野において
は、標示体の前にある人工の光源によって照明されるものや、標示体の後ろから照明され
るものがある。前者を外照、後者を内照という。内照の場合、標示体の表面に設けられた
グラフィックス表示体の画像を、日中の自然光又は室内の光源を介して認識し、夜間又は
暗室ではグラフィックス表示体の裏面から透過した照明光を介して認識している。
【０００３】
　従来のグラフィックス表示体においては、例えば、特許文献１に記載のものがある。こ
れは、塩化ビニル樹脂のオルガノゾルを、剥離処理されたＰＥＴフィルムの表面に塗布乾
燥して透明フィルム層を形成し、この透明フィルム層に画像層を印刷し、上記透明フィル
ム層および画像層にあらかじめカットされた接着剤層をラミネートして作製されていた（
特許文献１参照）。この従来のグラフィックス表示体は、透明塩ビフレキシブルシート等
の基材に上記接着剤層を介して接着貼付され、使用されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５７４９４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のグラフィックス表示体は、その製造過程において、（１）透明フ
ィルム層の形成工程、（２）画像層の印刷工程、（３）接着剤層のラミネート工程、およ
び（４）基材への貼付工程を含む複数の製造工程を経なければならず、製造コストが高く
つく場合があった。
【０００６】
　また、使用する際に、基材に人力等で接着貼付しなければならず、手間な作業となって
いた。この作業は、基材との間に空気を侵入させないように貼付しなければならず、取扱
性にも課題があった。このため、貼付作業に熟練度が要求され、コスト増となる場合があ
った。基材との間に空気が存在すると、粘着力が弱くなるという問題もあった。
【０００７】
　さらに、従来のグラフィックス表示体は、基材と透明フィルム層とが接着された積層フ
ィルム構造体であるため、単層構造のものと比べてフィルム代やラミネート代が必要とな
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り、材料費に係るコスト代も高くつくものとなっていた。
【０００８】
　このように、従来のグラフィックス表示体においては、作業性、取扱性、経済性、又は
生産性の点で問題があった。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、作業性、取扱性、経済性、又は生産性を向上することができる
グラフィックス表示体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のグラフィックス表示体は、透光性を有する平面基材と、該平面基材にＵＶイン
ク（赤外線硬化型インク）が硬化した第一の意匠を有する第一表示印刷層と、該第一表示
印刷層に黒色又は暗色ＵＶインクを含有するＵＶインクが硬化した遮蔽印刷層と、該遮蔽
印刷層に印刷された光制限印刷層と、該光制限印刷層に印刷された前記第一の意匠と異な
る第二の意匠を有する第二表示印刷層とを備えていることを特徴とする。
【００１１】
　透光性とは、光が透過する性質を有し、透過する光が拡散されるため、又は透過率が低
いために、透明と違ってその性質を通して向こう側の形状等を明確に認識できない、又は
まったく認識できない状態の性質をいう。また、意匠とは、文字、図形、記号、模様、画
像、絵画、絵柄、写真、色彩又はこれらの結合をいう。
【００１２】
　前記遮蔽印刷層は、黒色又は暗色ＵＶインクを含有し、隠蔽性を有することが好ましい
。隠蔽性の手段としては、例えば、黒色ＵＶインクで前記第一表示印刷層にベタ印刷する
方法、暗色ＵＶインクで前記第一表示印刷層にベタ印刷する方法、ＵＶインクで前記第一
表示印刷層に網点印刷する方法が挙げられる。黒色又は暗色ＵＶインクとしては、例えば
、濃青色、濃茶色、藍色、紫色その他の暗色、黒色のＵＶインクが挙げられるが、これ以
外のＵＶインクを含有していてもよく、可視光や赤外光を照射したときに黒色として認識
されるものであればよい。
【００１３】
　また、前記遮蔽印刷層は、ＵＶインクを用いて前記第一表示印刷層に第二の意匠を隠蔽
する隠蔽部と非隠蔽部を含むＵＶインク層を印刷する方法で形成することができ、本発明
のグラフィックス表示体は、前記遮蔽印刷層が、前記黒色又は暗色ＵＶインクを含有する
隠蔽部と、光透過性を有するＵＶインクを含有する非隠蔽部とを備えており、前記第一表
示印刷層にＵＶインクで前記隠蔽部又は前記非隠蔽部のいずれか一方を地として他方が密
に散在せしめられたＵＶインク層であることを特徴とする。
【００１４】
　ＵＶインク層は、印刷層であって、赤外線硬化型インクで構成されているものをいう。
前記遮蔽印刷層を、黒色又は暗色ＵＶインクで前記第一表示印刷層に複数の開口部を有す
る非開口部を硬化させたＵＶインク層とすることができる。この場合には、前記遮蔽印刷
層は、ＵＶインクが硬化した非開口部に散在して複数の開口部を有しており、前記第一表
示印刷層にＵＶインクで前記非開口部を地として前記開口部が密に散在せしめられた有孔
ＵＶインク層であることを特徴とする。
【００１５】
　有孔とは、開口部を有することをいい、無孔とは、開口部を有しないことをいう。前記
第一表示印刷層は、無孔のＵＶインク層が好ましい。なお、前記遮蔽印刷層は、ＵＶイン
クが硬化した単層とすることが好ましいが、二層その他の複数の積層構造であってもよい
。
【００１６】
　さらに、前記光制限印刷層は、前記遮蔽印刷層に印刷された黒色又は暗色ＵＶインクを
含有する暗色系有孔印刷層と、該暗色系有孔印刷層に印刷された白色ＵＶインクを含有す
る白色系有孔印刷層とを備えている有孔ＵＶインク層であることを特徴とする。
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【００１７】
　さらにまた、前記第一表示印刷層は、前記平面基材に印刷された下塗り層と、該下塗り
層に印刷された上塗り層とを含むことを特徴とする。
【００１８】
　前記平面基材は、フレキシブルシートで構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のグラフィックス表示体によれば、上記構成とされているので、ラミネートや接
着貼付をすることなく使用でき、作業性、取扱性、経済性、又は生産性を向上することが
できるという効果を奏する。
【００２０】
　また、本発明のグラフィックス表示体によれば、遮蔽印刷層は、隠蔽部と非隠蔽部とを
備えているので、暗闇で内照の際に第二の意匠の影響を受けずに第一の意匠を明瞭に表示
することができ、内照の際と非内照の際とで、異なる意匠を、外部に現出させることがで
きるという効果を奏する。
【００２１】
　さらに、本発明のグラフィックス表示体によれば、遮蔽印刷層は、非開口部と開口部と
を備えているので、隠蔽部と非隠蔽部とを備えている場合と同様に、暗闇で内照の際に第
二の意匠の影響を受けずに第一の意匠を明瞭に表示することができ、内照の際と非内照の
際とで、異なる意匠を、外部に現出させることができるという効果を奏する。
【００２２】
　さらにまた、本発明のグラフィックス表示体によれば、光制限印刷層は、暗色系有孔印
刷層と白色系有孔印刷層とを備えているので、非内照の際に適度な隠蔽性を有して第二の
意匠を外部に現出させ、かつ、内照の際に第一の意匠を外部に現出させることができると
いう効果を奏する。
【００２３】
　本発明のグラフィックス表示体によれば、第一表示層印刷は、平面基材に印刷された下
塗り層と、下塗り層に印刷された上塗り層とを含むので、内照の際に、第一の意匠の色彩
が薄くなることを防止することができるという効果を奏する。
【００２４】
　本発明のグラフィックス表示体によれば、平面基材は、フレキシブルシートで構成され
ているので、柔軟性に優れるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１はグラフィックス表示体の実施の形態の一例を示す模式的部分拡大断面図で
ある。
【図２】図２はグラフィックス表示体の実施の形態の一例を屋内の光源下（非内照時）で
観察したときの使用状態を示す平面図である。
【図３】図３はグラフィックス表示体の実施の形態の一例の表面の一部を近傍又は近辺か
ら見たときの使用状態を示す模式的部分拡大平面図である。
【図４】図４はグラフィックス表示体の実施の形態の一例を照明光下（内照時）で観察し
たときの使用状態を示す平面図である。
【図５】図５はグラフィックス表示体の第二の実施の形態を示す模式的部分拡大断面図で
ある。
【図６】図６はグラフィックス表示体の第三の実施の形態を示す模式的部分拡大断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しつつ、詳細に説明する。こ
こで、長尺方向とは、図１に示す矢印Ｘ方向をいい、開口方向とは、図１に示す矢印Ｙ方



(5) JP 6774099 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

向をいう。なお、本発明は以下の実施形態に何ら限定されない。
（第一の実施形態）
【００２７】
　本実施形態のグラフィックス表示体１００は、内照式の、照明サインや照明広告、ポス
ター、パネル、バナー、バス／電車ラッピング、ウィンドウフィルム等のサイングラフィ
ックス用途や、料金表、方向指示板等の各種表示板用途に用いられるものである。
【００２８】
　特に、グラフィックス表示体１００は、映画館、コンサート会場、ライブハウス、プラ
ネタリウム、公共施設、学校校舎など、非暗室と暗室との環境を有する施設において用い
られるのに好適であり、光源下と暗闇で異なった視感を与え得るものである。
【００２９】
　グラフィックス表示体１００は、図１に示すように、平面基材１０に複数の印刷層２０
～５０がこの順で積層印刷されて形成されている。印刷層２０～５０は、すべてＵＶイン
クが硬化したＵＶインク層であり、３５μｍ～２５０μｍ厚の範囲内となるように平面基
材１０に形成されている。
【００３０】
　平面基材１０は、透明性を有さないが、透光性を有するものである。透明とは、光が通
過する性質を有し、透過率が極めて高く、物質を通してその向こう側が透けて見える状態
の性質をいう。透過率が極めて高いとは、可視光線、すなわち波長範囲３８０ｎｍ～７８
０ｎｍにおいて、光透過率が８０％以上であることをいう。
【００３１】
　平面基材１０は、例えば、透光性の平面フィルム、透光性の平面シート、透光性のフレ
キシブルシートが挙げられる。好ましくは、透光性のフレキシブルシートが、柔軟性、耐
候性の点で好ましい。平面基材１０は、光透過率が、およそ２０～３５％の範囲内のもの
が好ましい。光透過性の測定方法は、ＪＩＳ　Ｋ　７１０５による。さらに、防水性、防
炎性、防汚性、印刷性に優れたものであれば、より好ましい。
【００３２】
　本実施形態の平面基材１０は、４００μｍ～８００μｍ厚のフレキシブルシートで構成
されている。このフレキシブルシートは、光透過率が約３３％で、従来のフレキシブルシ
ートに比べて、約１．５倍の明るさを有する。平面基材１０は、この高透過性に加えて、
照明光のイメージが見えにくく、糸目が見えないという特性を有する。耐気性能を有し、
耐候性に優れる。勿論、軽く、柔軟性に優れるので、低温下での施工も良好である。
【００３３】
　本実施形態の印刷層２０～５０は、ＵＶインクを用いたインクジェット印刷によって、
単層の平面基材上に設けられた多層印刷積層構造であり、第一表示印刷層２０と、遮蔽印
刷層３０と、光制限印刷層４０と、第二表示印刷層５０とを含む。このうち、光制限印刷
層４０には複数の開口部４４を有し、第二表示印刷層５０には複数の開口部５２を有する
。すなわち、本実施形態のグラフィックス表示体１００は、印刷層２０～５０に、遮蔽印
刷層３０を底部として開口方向に開口する複数の有底開口部を有し、光制限印刷層４０及
び第二表示印刷層５０は、開口部４４，５２を有する非開口部４３，５１で構成されてい
る。
【００３４】
　第一表示印刷層２０は、開口部を有さない無孔のＵＶインク層である。第一表示印刷層
２０は、ＵＶインクが硬化した印刷層であればよく、ＵＶインクの色彩、種類等は特に限
定されるものではなく、種々のものが利用できる。第一表示印刷層２０には、ＵＶインク
で施された第一の意匠２３を有する。第一の意匠２３は、多色でも単一色であってもよい
し、白黒、モノクロ、その他の色彩のみであってもよい。勿論、第一の意匠２３はフルカ
ラーであってもよい。
【００３５】
　本実施形態の第一表示印刷層２０は、下塗り層２１と、上塗り層２２とを含む。下塗り



(6) JP 6774099 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

層２１は、平面基材１０の表面全体に印刷されており、上塗り層２２は、下塗り層２１の
表面全体に印刷されている。本実施形態では、上塗り層２２及び下塗り層２１に、それぞ
れ同一の意匠が施されており、これが２度書きされていることで、第一表示印刷層２０は
第一の意匠２３を有する。具体的には、第一表示印刷層２０は、平面状積層構造のＵＶイ
ンク層であり、第一の意匠２３は、その略全面に施されたフルカラーの風景写真と略中央
に有する文字とからなる。
【００３６】
　遮蔽印刷層３０は、第一表示印刷層２０と光制限印刷層４０との間に設けられたＵＶイ
ンク層であり、黒色又は暗色ＵＶインクを含有し、黒色又は暗色に表現されている。本実
施形態の遮蔽印刷層３０は、暗色ＵＶインクをインクジェット印刷によって上塗り層２２
の表面全体にベタ印刷し、このＵＶインクが硬化した無孔の単層構造である。遮蔽印刷層
３０の暗色の表現方法としては、例えば、濃青色、濃茶色、藍色、紫色その他の暗色のＵ
Ｖインクを用いたインクジェット印刷方法を挙げることができる。遮蔽印刷層３０は、可
視光や赤外光を照射したときに黒色として認識されるものであればよく、必ずしも黒イン
クＫ１００％の濃度で表現されている必要はない。遮蔽印刷層３０は、内照の際に、第二
表示印刷層５０に有する第二の意匠５３を遮蔽する機能を発揮する。
【００３７】
　光制限印刷層４０は、非開口部４３と複数の開口部４４とを有している。光制限印刷層
４０は、遮蔽印刷層３０の表面全体にＵＶインクで縦横に規則正しく小さな円形状の開口
部４４を多数密に有し、開口部４４以外の部分を地とする非開口部４３をインクジェット
印刷することにより、ＵＶインクが硬化した多孔のＵＶインク層である。
【００３８】
　また、光制限印刷層４０は、縦断面視で、暗色系有孔印刷層４１と白色系有孔印刷層４
２とを含む２層の印刷積層構造である。開口部４４は、暗色系有孔印刷層４１と白色系有
孔印刷層４２とのぞれぞれの層に同位置、同軸、かつ同孔径で形成されている。
【００３９】
　ここで、同位置とは、印刷データのデータム又は他の形状に定められた理論的な正確な
位置からの点、直線形状又は平面形状の狂いがない又は許容範囲内であることをいう。孔
径とは、開口部４４の開口方向から観察して、開口部４４の形状によらず、開口部４４の
大きさの最大寸法をいう。
【００４０】
　暗色系有孔印刷層４１は、遮蔽印刷層３０の表面全体に印刷されたＵＶインク層であり
、黒色又は暗色ＵＶインクを含有し、全体として黒色又は暗色に表現されている。暗色系
有孔印刷層４１は、第一の意匠２３を遮蔽する機能を発揮する。暗色系有孔印刷層４１の
黒色又は暗色の表現方法としては、例えば、ＣＭＹＫカラーにおいて、スミベタ、リッチ
ブラック、４色ベタ等が挙げられる。スミベタは、黒インクＫ１００％の濃度で表現され
ている。リッチブラックは、ＣＭＹＫそれぞれの色をかけ合わせて作成されている。４色
ベタは、ＣＭＹＫそれぞれの色をすべて１００％で作成されている。
【００４１】
　白色系有孔印刷層４２は、暗色系有孔印刷層４１と第二表示印刷層５０との間に設けら
れているＵＶインク層であり、白色ＵＶインクを含有し、白色に表現されている。白色Ｕ
Ｖインクの濃度は１００％が好ましい。白色系有孔印刷層４２と暗色系有孔印刷層４１と
では、含有するＵＶインクが異なるが、その形状、構造は同様の構成でも構わない。白色
系有孔印刷層４２は、第二表示印刷層５０の下塗りの機能を発揮する。いわゆる白打ちと
もいう。
【００４２】
　第二表示印刷層５０は、グラフィックス表示体１００の表面を構成する単層のＵＶイン
ク層である。第二表示印刷層５０に含有するＵＶインクは、特に限定されるものではなく
、フルカラー等、種々のものが利用できる。第二表示印刷層５０は、光制限印刷層４０の
表面全体に開口部４４と同位置、同軸、かつ同孔径の開口部５２を有している。第二表示
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印刷層５０は、非開口部４３の表面全体にＵＶインクで非開口部５１をインクジェット印
刷することにより、ＵＶインクが硬化した有孔のＵＶインク層であり、第二の意匠５３を
有する。
【００４３】
　第二の意匠５３は、多色でも単一色であってもよいし、白黒、モノクロ、その他の色彩
のみであってもよい。勿論、フルカラーであってもよい。第二の意匠５３は、第一の意匠
２３と同一とすることもできるが、異なるものとすることが好ましい。本実施形態の第二
の意匠５３は、ＵＶインクで印刷された単色の色彩の文字と、これと異なる色彩の背景と
からなる。
【００４４】
　次に、グラフィックス表示体１００の製造方法について説明する。平面基材１０に、Ｕ
Ｖインクを用いたインクジェット印刷によって、印刷層２０～５０を順に印刷する。ここ
で、各開口部４４，５２を有する、光制限印刷層４０及び第二表示印刷層５０を印刷する
には、所定の開口率のパラメータを予め設定し、保存しておけばよい。開口率とは、グラ
フィックス表示体１００の単位面積当たりの、開口部４４，５２の開口方向から観察して
、遮蔽印刷層３０又は第一表示印刷層２０が露見される面積の割合を百分率で表したもの
をいう。
【００４５】
　まず、暗色系有孔印刷層４１と白色系有孔印刷層４２と第二表示印刷層５０とのそれぞ
れの印刷データにおいて、開口部のパスの位置、大きさ、間隔を設定しておく。あわせて
他の印刷層２１，２２，３０の印刷データを用意し、保存しておく。
【００４６】
　次いで、保存した印刷データを用いて、コンピューターからＵＶインクジェットプリン
ターに順次印刷出力する。これで、本実施形態のグラフィックス表示体１００を得ること
ができる。つまり、第一の意匠２３を有する第一表示印刷層２０と、遮蔽印刷層３０を印
刷した上に、開口部４４，５２を印刷しないで、他の部分である非開口部４３，５１およ
び第二の意匠５３を印刷し、光制限印刷層４０と第二表示印刷層５０とを形成した積層印
刷層を、単層の平面基板１０に設けたグラフィックス表示体１００が完成する。
【００４７】
　開口部４４，５２の開口率は、本来、グラフィックス表示体１００の大きさ、寸法にも
よるが、一般的に、開口部４４，５２の開口方向から観察して、第二の意匠５３と第一の
意匠２３とを、それぞれ非内照と内照とで共に快適に視認可能となる範囲内に設定されて
いることが好ましい。例えば、１００平方ｍｍ当たり所定数の開口部４４，５２を有する
グラフィックス表示体１００の場合、開口率は、２８％～４７％、好ましくは３０％～４
５％の範囲内であることが好ましい。より好ましくは、開口率は３８％前後が好ましい。
【００４８】
　開口率が３０％未満になると、製作が難しく、内照の際に、グラフィックス表示体１０
０が暗く、見づらくなる。また、開口率が４５％を超えると、隠蔽率が下がり、第一の意
匠２３が、通常時である非内照の際に、開口部４４，５２を介して目視可能となってしま
う。
【００４９】
　開口部４４，５２の孔径は、１，６００μｍ～２，０００μｍの範囲内であることが好
ましい。開口部４４，５２の孔径が、１，６００μｍ未満の場合、内照の際に、視認しづ
らくなる。また、開口部４４，５２の孔径が、２，０００μｍを超えると、非内照の際に
、第一の意匠２３と第二の意匠５３とが混同し、判別しにくくなる。
【００５０】
　このようして本実施形態のグラフィックス表示体１００は、図２に示すように、グラフ
ィックス表示体１００の表面側に、第二の意匠５３を有する第二表示印刷層５０が形成さ
れている。非内照の際に、グラフィックス表示体１００を遠方から見た場合、第二表示印
刷層５０に有する第二の意匠５３とそれ以外の背景とが視認される。
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【００５１】
　グラフィックス表示体１００は、図３に示すように、非内照の際に近傍又は近辺から見
た場合、遠方から見たときには識別できなかったドット状の穴が穿たれているような模様
が視認される。これは、貫通孔ではなく、第二表示印刷層５０の非開口部５１に縦横に規
則正しく有する複数の円形状の開口部５２によるものである。
【００５２】
　複数の開口部５２は、例えば１００平方ｍｍ当たりに縦横に配列されており、長尺方向
における、任意の一の列に配列された複数の開口部５２と、この列から最も近い位置にあ
る他の列に配列された複数の開口部５２とは、それぞれ中心点の位置が略ジグザグ状とな
るように千鳥配列されている。また、グラフィックス表示体１００は、第二表示印刷層５
０の一辺側面に、有底半円筒状の開口部が複数配列されている。
【００５３】
（使用状態の観察）
　ＵＶインクジェットプリンターに株式会社ルキオ製、型名：ＬＤＰ３２００を用い、Ｕ
Ｖインクにこのプリンター用のものを用いて、グラフィックス表示体１００を得た。この
グラフィックス表示体１００を、標示体の後から照明される照明広告の前面に張設して設
け、壁付け看板を得た。第二表示印刷層５０を表面側として映画館の壁に掛け、使用状態
を観察した。
【００５４】
　まず、室内の光源下で非内照の際においては、第二表示印刷層５０に施された第二の意
匠５３、すなわち、「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」，「Ｄ」，「Ｅ」，「Ｆ」の単色の色彩の文
字と、これと異なる色彩の背景とが鮮やかに表示され、第一の意匠２３による第二表示印
刷層５０の外観への干渉は見られなかった。
【００５５】
　次いで、映画館の室内の光源を落とし、内照状態としたところ、室内は完全な暗闇とな
って第二の意匠５３は全く見えなくなった。第二の意匠５３が見えていた位置には、図４
に示すように、暗闇の中に第一の意匠２３である、フルカラーの風景写真と、その風景写
真を背景として浮かび上がるように略中央に「Ｕ」「Ｖ」「Ｗ」「Ｘ」「Ｙ」「Ｚ」の文
字が白く高輝度で現出表示された。
【００５６】
　このように本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、例えば、光源下では、
看板、広告、標識、案内板等の各種表示として認識することができ、暗闇では光源下の各
種表示とは異なる広告、メッセージ、イメージ等の照明広告や照明サインを表示すること
ができる。壁付け看板の用途に好適である。
【００５７】
　また、本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、上記構成としたので、第二
の意匠５３を、室内の光源を介して認識でき、光源がない暗闇ではグラフィックス表示体
１００の裏面から透過した照明光を介して第一の意匠２３を認識することができる。第一
の意匠２３は、第二の意匠５３と異なるものの、第二の意匠５３の干渉を受けず、両意匠
の選択の自由度が高い。つまり、両意匠は、必ずしも同系統色の範囲に限定されず、色系
統が異なる組み合わせでも選択することができる。
【００５８】
　また、グラフィックス表示体１００によれば、暗闇で内照の際に、白色を表現すること
ができる。本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、暗闇で内照の際に、第二
の意匠５３である、単色の色彩の文字と、これとは異なる色彩の背景は全く視認されず、
第一の意匠２３である、フルカラーの背景の風景写真の前面に白く浮き上がったような文
字が現出し、第一の意匠２３と第二の意匠５３とを混同することなく視認することができ
る。
【００５９】
　そして本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、上記構成とされているので



(9) JP 6774099 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

、使用過程においてラミネートや接着貼付をすることなく使用でき、作業性、取扱性、経
済性、又は生産性の向上を実現することができる。また、本実施形態のグラフィックス表
示体１００によれば、予め上記印刷データを作成し、印刷層２０～５０の形成工程のみで
製造できるので、その製造工程においても経済性又は生産性の向上を実現することができ
る。グラフィックス表示体１００によれば、単層の平面基材１０に印刷多層構造を設けた
構造であるので、材料費も安価に済む。
【００６０】
　特に、本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、ＵＶインクジェットプリン
ターを用いて印刷を行うので、水性、溶剤系インクジェットプリンターを用いた場合と比
較して、インクの瞬時乾燥が可能で、高スループットが可能である。また、インクの非吸
収メディアへの直接印刷が可能で、溶剤系インクで問題となる揮発性有害化合物（ＶＯＣ
）が生じず、環境にやさしい。
【００６１】
　また、本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、開口部４４，５２の開口率
が、３０～４５％であるので、暗すぎず、明るすぎず、適度に、内照の際と非内照の際の
いずれにおいても表示内容を快適に視認することができる。
【００６２】
　さらに、本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、白色系有孔印刷層４２を
備えているので、第二の意匠５３を正確に表現することができる。すなわち、ＵＶインク
は透過性があるため、白色系有孔印刷層４２を形成する工程を省くと第二の意匠５３の色
彩がその前工程の暗色系有孔印刷層４１の印刷工程で形成された黒色又は暗色と混ざり混
色を起こしてしまう。これに対し、本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、
白色系有孔印刷層４２を備えているので、これを防止することができる。
【００６３】
　さらに、本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、第一表示印刷層２０は、
下塗り層２１と上塗り層２２とを含むので、内照の際に、第一の意匠２３の色彩が薄くな
ることを防止することができる。
【００６４】
　さらにまた、本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、平面基材１０がフレ
キシブルシートで構成されているので、柔軟性に優れる。また、ガラスフィルムで構成さ
れた場合に比べて、低コストを実現できる。さらに、アクリル板で構成された場合に比べ
て、作業性、取扱性に優れる。
【００６５】
　本実施形態のグラフィックス表示体１００によれば、複数の開口部４４，５２が均等に
配置されているので、色ムラのような模様の発生を防止できる。また、本実施形態のグラ
フィックス表示体１００によれば、ＵＶインク印刷をしているので、白色フィルムにシル
ク印刷をしたときのようなドットが残ることを防止することができる。
【００６６】
　なお、本発明のグラフィックス表示体に係る構成は、上記実施形態に何ら限定されるも
のではなく、例えば、平面基材、第一表示印刷層、遮蔽印刷層又は第二表示印刷層の形状
、構造に係る構成、及び光制限印刷層の形状、構造に係る構成等について、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で必要に応じて適宜変更可能である。
【００６７】
　例えば、本発明に係るグラフィックス表示体の平面基材は、上記実施形態の如くフレキ
シブルシートで構成されているものに限定されず、例えば、透光性の平面フィルム、透光
性の平面シートであってもよく、その他の構成を備えているもの等でもよい。
【００６８】
　また、第一表示印刷層および光制限印刷層はそれぞれ単層又は三層その他の多層構造で
あってもよい。第一の意匠は、第二の意匠と異なるものであればよく、上記実施形態のも
のに何ら限定されるものではない。下塗り層と上塗り層は、上記実施形態においては、同
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一の意匠が２度塗りされた同一形状、同一構造のものであるが、何らこれに限定されるも
のではない。例えば、下塗り層を、白色ＵＶインクを含有するＵＶインク層とし、上塗り
層を、下塗り層で白打ちされた第一の意匠を有するＵＶインク層であってもよい。
【００６９】
　遮蔽印刷層は、内照の際に第二の意匠を隠蔽する機能を有するものであればよく、上記
実施形態の如く、暗色ＵＶインクで第一表示印刷層にベタ印刷したものに何ら限定されな
い。例えば、遮蔽印刷層は、黒色ＵＶインクで第一表示印刷層にベタ印刷したもの、ＵＶ
インクで第一表示印刷層に網点印刷したもの、その他の印刷方法によるものであってもよ
い。
【００７０】
　第二表示印刷層は、上記実施形態では、単層構造であるが、何らこれに限定されるもの
ではなく、適宜、二層その他の多層構造を採用することもできる。
【００７１】
　光制限印刷層および第二表示印刷層は、いずれも印刷層であればよく、上記実施形態の
如くＵＶインク層に限定されるものではなく、例えば、公知のインキを用いた印刷層であ
ってもよい。
【００７２】
　また、光制限印刷層および第二表示印刷層は、上記実施形態においては、複数の開口部
を有し、それらの各列は、それぞれ中心点の位置が略ジグザグ状となるように千鳥配列さ
れているが、何らこれに限定されず、例えば、略碁盤の目状に交差配列されていてもよい
。また、開口部の形状は、上記実施形態の如く円形状に何ら限定されるものではなく、例
えば、方形状であってもよい。
【００７３】
　さらに、光制限印刷層および第二表示印刷層は、開口部を有するものに何らこれに限定
されるものではなく、例えば、透光部と不透光部とを有する構成であってもよい。透光部
と不透光部は規則的に配置されているものが好ましいが、形状、配列は、特に限定されな
い。例えば、円形状、方形状、千鳥配列、略碁盤の目状に交差配列されていてもよい。
【００７４】
（第二の実施形態）
　次に、図５を参照して、第二の実施形態のグラフィックス表示体２００について説明す
る。なお、第一の実施形態と同一又は対応する部分については同一の符号を付してその説
明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【００７５】
　本実施形態のグラフィックス表示体２００は、遮蔽印刷層３０が、隠蔽部３１と非隠蔽
部３２とを備えており、第一表示印刷層２０にＵＶインクで隠蔽部３１又は非隠蔽部３２
のいずれか一方を地として他方が密に散在せしめられたＵＶインク層である。
【００７６】
　隠蔽部３１は、黒色又は暗色ＵＶインクを含有するＵＶインクが印刷されて硬化し、黒
色に表現されている。隠蔽部３１の黒色の表現方法としては、例えば、ＣＭＹＫカラーに
おいて、スミベタ、リッチブラック、４色ベタ等が挙げられる。隠蔽部３１は、第二の意
匠５３を隠蔽する。
【００７７】
　非隠蔽部３２は、透明ＵＶインクを含有するＵＶインクが印刷されて硬化し、光透過性
を有する。非隠蔽部３２は、開口部４４，５２と同位置、同軸、同孔径となるように第一
表示印刷層２０に印刷されて形成されている。非隠蔽部３２の光透過率は、第一実施形態
の開口率と同様な考慮のうえ設定されることが好ましい。
【００７８】
　グラフィックス表示体２００の製造方法は、遮蔽印刷層３０の印刷データにおいて、隠
蔽部３１と非隠蔽部３２のパスの位置、大きさ、間隔を設定しておき、保存した印刷デー
タを用いて、コンピューターからＵＶインクジェットプリンターに印刷出力する。他は第
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一の実施形態と同様である。
【００７９】
　第二の実施形態のグラフィックス表示体２００によれば、第一の実施形態のグラフィッ
クス表示体１００と同様の効果を奏する。特に、遮蔽印刷層３０は、隠蔽部３１と非隠蔽
部３１とを備えたＵＶインク層であるので、暗闇で内照の際に第二の意匠５３の影響を受
けずに第一の意匠２３を明瞭に表示することができ、内照の際と非内照の際とで、異なる
意匠を、外部に現出させることができる。
【００８０】
（第三の実施形態）
　次に、図６を参照して、第三の実施形態のグラフィックス表示体３００について説明す
る。なお、上記第一又は第二の実施形態と同一又は対応する部分については同一の符号を
付してその説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【００８１】
　本実施形態のグラフィックス表示体３００は、遮蔽印刷層３０が、非開口部３３と複数
の開口部３４とを有しており、第一表示印刷層２０の表面全体にＵＶインクで非開口部３
３を地として開口部３４が密に散在せしめられた有孔ＵＶインク層である。
【００８２】
　遮蔽印刷層３０は、上塗り層２２の表面全体にＵＶインクで縦横に規則正しく小さな円
形状の開口部３４を多数密に有し、開口部３４以外の部分を地としてインクジェット印刷
することにより、硬化した多孔のＵＶインク層である。
【００８３】
　非開口部３３は、縦断面視で上塗り層２２と暗色系有孔印刷層４１との間に設けられた
ＵＶインク層であり、少なくとも第二の意匠５３と同位置、同面積、同体積となるように
、上塗り層２２に印刷されて形成されている。非開口部３１は、黒色又は暗色ＵＶインク
を含有するＵＶインクが印刷されて硬化し、黒色に表現されている。
【００８４】
　開口部３４は、暗色系有孔印刷層４１と白色系有孔印刷層４２と第二表示印刷層５０と
のぞれぞれの層に有する開口部４４，５２と同位置、同軸、かつ同孔径であり、遮蔽印刷
層３０に複数有する。開口部３４は、縦断面視で上塗り層２２の表面を底部として開口方
向に開口する。
【００８５】
　すなわち、本実施形態のグラフィックス表示体３００は、印刷層２０～５０に、第一表
示印刷層２０を底部とする複数の有底開口部を有し、第一表示印刷層２０を除く他の印刷
層３０～５０は、開口部３４，４４，５２を有する非開口部３３，４３，５１で構成され
ている。
【００８６】
　グラフィックス表示体３００の製造方法は、まず、遮蔽印刷層３０の印刷データにおい
て、非開口部３３および開口部３４のパスの位置、大きさ、間隔を設定しておく。次いで
、保存した印刷データを用いて、コンピューターからＵＶインクジェットプリンターに印
刷出力する。他は第一の実施形態と同様である。
【００８７】
　第三の実施形態のグラフィックス表示体３００によれば、第一又は第二の実施形態のグ
ラフィックス表示体１００，２００と同様の効果を奏する。本実施形態では、遮蔽印刷層
３０は、非開口部３３と開口部３４とを備えた有孔ＵＶインク層であるので、暗色ベタ印
刷や隠蔽部３１と非隠蔽部３２とを備えている場合と同様に、暗闇で内照の際に第二の意
匠５３の影響を受けずに第一の意匠２３を明瞭に表示することができ、内照の際と非内照
の際とで、異なる意匠を、外部に現出させることができる。さらに、第一又は第二の実施
形態のグラフィックス表示体１００，２００よりもインクの使用量を低減することができ
る。
【００８８】
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　なお、上記実施形態においては、映画館に用いられる場合の一例を説明したが、何らこ
れらに限定されるものではない。本発明のグラフィックス表示体は、例えば、コンサート
会場、ライブハウス、プラネタリウム、公共施設、学校校舎などの非暗室と暗室との環境
を有する施設において好適に用いることができる。本発明のグラフィックス表示体によれ
ば、光源下と暗闇で異なった視感を与え得ることができる。
【符号の説明】
【００８９】
　１０　　　　　　　　　平面基材
　２０　　　　　　　　　第一表示印刷層
　２１　　　　　　　　　下塗り層
　２２　　　　　　　　　上塗り層
　２３　　　　　　　　　第一の意匠
　３０　　　　　　　　　遮蔽印刷層
　３１　　　　　　　　　隠蔽部
　３２　　　　　　　　　非隠蔽部
　３３，４３，５１　　　非開口部
　３４，４４，５２　　　開口部
　４０　　　　　　　　　光制限印刷層
　４１　　　　　　　　　暗色系有孔印刷層
　４２　　　　　　　　　白色系有孔印刷層
　５０　　　　　　　　　第二表示印刷層
　５３　　　　　　　　　第二の意匠
１００，２００，３００　グラフィックス表示体

【図１】

【図２】

【図３】
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